
産業建設常任委員会  
 

日  時   平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） 午 前 １ ０ 時 ～  

場  所   第 ２ 委 員 会 室  

 

 

１  開 議  

 

２  案 件   

（ １ ） 景 観 計 画 の 取 り 組 み に つ い て  

（ ２ ） 亀 岡 市 都 市 計 画 審 議 会 条 例 の 改 正 に つ い て             

 

３  その他     



◎産業建設常任委員会 景観計画の審議経過 

会議日 会議内容及び結果 

H23.6.14 

〈６月定例会〉 

○行政報告[亀岡市景観計画案] 

○請願審査 

「景観条例の制定に反対する請願」紺屋町自治会長（5/31 提出） 

○陳情・要望の審査 

「景観条例に対する新町自治会の対応について」新町自治会長（5/25 提出） 

「本町地域における景観計画及び景観条例に関する陳情書」本町自治会長

（5/26 提出） 

景観計画案をまとめる段階に至るまでの住民説明が不足していることは否

めず、住民合意に達していないと判断、請願を採択。ただし、景観計画案策定、

今後の景観条例の制定全てを否定するのではなく、３町の地元住民への説明責

任を果たし、合意形成に取り組まれたいことを附帯決議案として委員会発議、

本会議可決。 

H23.11.14 

（月例） 

○行政報告 

[景観計画案の地元説明の状況報告] 

現計画案の一部変更（※）を含め、中部自治会を窓口に意見調整を進める。 

※歴史的景観形成地区として城下町一帯を設定し、その中から各町で取り

組めるエリアを重点地区として助成し、重点地区を広げていく案。 

質疑のみ 

H23.12.19 

〈12 月定例会〉 

 

○陳情・要望の審査 

「景観条例の制定に反対する請願及び同請願に対する附帯決議に係る要望書」 

紺屋町自治会長、新町自治会長、本町自治会長（12/8 提出） 

要望が出てきたことを懸念、所管部に委員長から申し入れを行う。 

H24.8.22 

（月例） 

○行政報告 

[景観計画の取り組み状況について] 

再三、３町との協議の設定をお願いしてきたが、実現には至っていない。 

今後とも粘り強く、地道な努力を続け、話し合いの場をもち景観行政への理

解を得られるよう努めていきたい。 

質疑のみ 

H26.2.10 

（月例） 

○行政報告 

[景観計画の取り組み状況について] 

自治会単位の説明会（懇話会）、町家所有者へのアンケート調査、景観フォ

ーラム等の啓発活動を踏まえ、今後、条例制定に向けて取り組みを進めてい

く。課題のある町への対応として、城下町全体を規制の緩い一般地区とする

こと、又は合意形成が図れた町は歴史的景観形成地区とし、合意できない町

は一旦計画区域外とする方法があり、一番適切な方法を２６年度中に判断し

ていきたい。 

議会は、反対請願を採択し附帯決議により３町に対する住民合意を要請し

た。市の方向性・考えをそのまま認めていくのか、又は３町に関しては説明が

できるまでまだ継続して取り組むべきなのか、常任委員会として結論を示すべ

き時期にきている。今後、その点での議論を行う。 

 
































































